
ばく露評価におけるサンプリングの手順

① 対象化学物質の使用動向の報告

⑦ ばく露評価結果のとりまとめ
・濃度値の算出（8時間ＴＷＡ等）
・ばく露評価モデルによる評価の結果
・経皮ばく露の評価

⑥作業内容の分析
・ ばく露評価モデルの活

用等によるばく露レベルの
評価

② 作業実態の報告

⑤ 濃度の実測

・個人ぼく露測定、Ａ測
定、スポット測定の実施
・局排の有効性の確認

③ ばく露が高いと推定される
事業場選定
（ばく露評価モデルの活用）

④ 作業実態の調査（事前調査）

ばく露実態調査

［詳細評価移行の場合］
追加調査事業場の選定
（関係業界の協力を要請）

有害物ばく露作業報告
○ 有害物ばく露作業報告

有害物ばく露作業報告は、労働安全衛生法第95条の6に基
づき、リスク評価に必要なばく露情報を収集する目的で実施。
※ 対象化学物質を500kg以上の製造し又は取扱う事業者
が報告対象（母集団）

○ 事業場の選定
報告によりばく露レベルが高いと推定される事業場を選定。

※ 選定は、作業情報等をもとに経験的に行われ、基準等は
作成されていない。

※ 選定事業場数：数事業場～十数事業場／物質、２～３事
業場／用途

○ 追加調査
リスク評価の結果、問題となる高いリスクが確認された物質
については詳細評価に移行し、追加調査を実施。

○ ばく露実態調査
本調査は事業場の協力を得て実施する任意の調査。濃度
を実測（作業者のばく露濃度及び環境濃度の測定）。
※ 作業者の選定は、事前調査をもとにばく露が高いと推定
される作業者を選定（サンプル）。

※ 選定作業者数：１～10名程度／事業場
※ 約３００の事業場において測定した結果から作業環境に
おける濃度分布は対数正規分布を示すとの報告有り。

○ ばく露評価結果
ばく露実態調査での濃度の実測値は8時間加重平均濃度
（time weighted average concentration）を算出し、有害性評
価により導出された評価値との比較によりリスクを評価。

※有害性調査により
得られた暴露限界値
との比較することによ
り、リスク評価を実施。

参考５


